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令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
小
川
榮
一	

議
員

　
町
指
定
ご
み
袋
配
布
事
業

の
補
正
予
算
に
、
ご
み
袋
本

体
の
予
算
が
入
っ
て
い
な
い

が
、
ど
こ
か
ら
出
る
の
か
。

Ａ
産
業
環
境
課
長

　

ご
み
袋
に
つ
い
て
は
、
令

和
５
年
度
の
当
初
予
算
で
計

上
し
て
い
る
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
２
億
４
７
０
０
万
円
を
追
加

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

	

２
３
５
０
万
円
を
追
加

一
般
会
計
予
算
は
、
２
億

４
７
０
０
万
円
が
追
加
さ

れ
、
総
額
73
億
３
３
０
０
万

円
と
な
っ
た
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
障

害
者
の
自
立
支
援
給
付
費
運

営
事
業
に
係
る
経
費
９
１
９

０
万
円
と
、
国
の
電
力
・
ガ

ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重

点
支
援
事
業
の
関
係
経
費
９

０
２
０
万
円
、
ふ
る
さ
と
納

税
寄
附
金
事
業
２
３
０
０
万

円
、
排
水
路
改
良
工
事
費
１

２
０
０
万
円
、
で
あ
る
。

ほ
か
に
神
戸
小
学
校
の
特

別
支
援
教
室
の
増
級
に
係
る

経
費
１
０
０
０
万
円
な
ど
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
歳
入
の
主

な
も
の
は
、
地
方
交
付
税
７

９
５
５
万
円
、
国
庫
支
出
金

一
般
会
計
予
算
は
、
２
３

５
０
円
追
加
さ
れ
、
総
額
73

億
５
６
５
０
万
円
と
な
っ

た
。歳

出
の
主
な
も
の
は
、
令

和
６
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で

の
３
か
月
分
の
水
道
基
本
料

金
の
減
免
を
実
施
す
る
た
め

の
経
費
と
し
て
１
８
９
２
万

円
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
物
価

１
億
３
６
４
５
万
円
、
県
支

出
金
２
６
８
７
万
５
千
円
、

前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
の
残

り
分
２
５
２
万
３
千
円
な
ど

で
あ
る
。

高
騰
に
よ
る
生
活
支
援
策
と

し
て
、
町
指
定
ご
み
袋
の
配

付
事
業
（
第
４
弾
）
の
関
係

経
費
１
２
０
万
円
等
で
あ

る
。こ

れ
に
対
す
る
歳
入
は
、

地
方
交
付
税
２
５
０
万
円
、

国
庫
補
助
金
２
１
０
０
万
円

で
あ
る
。

第 6回
定例議会物価高騰対応の

生活支援策等の補正予算を可決

令
和
５
年
第
６
回
定
例
議
会
は
、
12
月
４
日
か
ら
14
日
ま
で
、
11
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
た
。

開
会
日
は
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
ほ
か
８
議
案
が
提
案
さ
れ
、
会
期
中
の
各
委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
行
っ
た
。

13
日
に
一
般
質
問
を
行
い
、
最
終
日
は
３
議
案
を
追
加
し
て
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
し
て
閉
会
し
た
。



5 '24.02.01

賛成

反対

反対

討
　
　
論

討
　
　
論

令
和
６
年
４
月
１
日
か

ら
、
下
水
道
事
業
を
公
営

企
業
会
計
に
移
行
さ
せ
る
た

め
、
地
方
公
営
企
業
法
第
２

条
第
３
項
及
び
地
方
公
営
企

業
法
施
行
令
第
１
条
第
２
項

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国

家
公
務
員
の
給
与
改
正
に
準

じ
、
町
議
会
議
員
に
対
す
る

期
末
手
当
の
額
を
改
正
す
る

た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
。

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国

家
公
務
員
の
給
与
改
正
に
準

じ
、
特
別
職
の
職
員
に
対
す

る
期
末
手
当
の
額
を
改
正
す

る
た
め
、条
例
を
改
正
す
る
。

脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
目

指
し
、
次
世
代
自
動
車
の
普

及
に
資
す
る
た
め
、
庁
舎
北

側
駐
車
場
に
設
置
す
る
電
気

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
水
道

事
業
の
設
置
並
び
に
経
営
の

基
本
等
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
た
め
、
条
例
を
制
定
し

た
。

自
動
車
用
急
速
充
電
器
の
管

理
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
た
め
、
条
例

を
制
定
し
た
。

下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び

期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

	

賛
成
７
人
、
反
対
１
人
、
欠
席
１
人

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

	

賛
成
７
人
、
反
対
１
人
、
欠
席
１
人

電
気
自
動
車
用
急
速
充
電
器
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

そ
の
他
の
議
案

・�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

・�

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

・�

介
護
予
防
施
設
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

・�

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

・
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

・�

令
和
５
年
度
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

を
審
議
し
、
原
案
ど
お
り
可

決
し
た
。

電気自動車用急速充電器（庁舎北側駐車場）

　
異
常
な
物
価
高
に
国
民
が

悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
。
人
事

院
勧
告
と
は
い
え
、
今
、
期

末
手
当
を
上
げ
る
時
で
は
な

い
と
考
え
る
た
め
、
反
対
す

る
。

　
議
員
の
期
末
手
当
の
額
の

改
正
の
議
案
と
同
様
の
理
由

に
よ
り
、
反
対
す
る
。

　
人
事
院
勧
告
は
そ
の
時
々

の
経
済
や
雇
用
情
勢
も
反
映

し
て
、
見
直
し
が
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

　
神
戸
町
で
は
、
神
戸
町
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
を

改
正
す
る
場
合
、
人
事
院
勧

告
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員

の
給
与
法
改
正
に
準
じ
て
行

わ
れ
る
。

　
議
会
議
員
や
特
別
職
も
以

前
か
ら
、
町
職
員
の
改
正
に

準
じ
て
、
同
様
の
改
正
を

行
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、

賛
成
す
る
。

鈴
木
愛
子	

議
員
　

鈴
木
愛
子	

議
員
　

大
場
光
晴	

議
員
　


